
１ 職種

２ 職務内容

３ 勤務条件等

４ 任用期間

５ 任用条件等

６ 担当課

７ 採用予定人数および試験実施日、勤務時間等

8:30～12:00 13:30～
17:00

10:15～13:00 13:45～
18:00

6:30～8:30 14:00～19:00

電話:0738(22)4011

 〒640-8585 和歌山市小松原通1-1    TEL 073-441-3752

7:00～10:00 13:00～
17:00

２名 令和8年2月18日(水)
月曜日～金曜日のうち
週5日以内   日高郡みなべ町芝407

電話:0739(72)2056

県立南部高等学校

住所:〒645-0002

２名 令和8年2月18日(水)
月曜日～金曜日のうち
週5日以内

県立南部高等学校龍神分校

住所:〒645-0416

   田辺市龍神村安井469

電話:0739(78)0155

あり（条件:任用期間6月以上、週当たり勤務時間15時間30分以上） 

非常勤職員（パートタイム会計年度任用職員）

月曜日～金曜日のうち
週5日以内

勤務日採用予定校

   和歌山市西浜3-6-1

県立和歌山工業高等学校

県立紀央館高等学校

１名 令和8年2月18日(水)
月曜日～金曜日のうち
週5日以内

住所:〒644-0012

   御坊市湯川町小松原43-1

採用予定人員 試験実施日 主な勤務時間(休憩時間)

週当たり５日以内、１日当たり７時間以内（休憩時間除く。）で学校⾧が定める。

特別休暇:忌引休暇、病気休暇等
（年次有給休暇及び特別休暇の付与日数は、週当たりの勤務日数、任用期間により異なります。） 

※上記日額については、７時間勤務の場合の報酬額となります。

和歌山県立学校等会計年度任用職員の募集

支払日:翌月第8金融機関営業日

１名 令和8年2月18日(水)
住所:〒641-0036

電話:073(444)0158

令和８年４月１日から令和９年３月３１日
※欠員状況、財政状況及び本人の勤務実績等により、公募によらず３回まで再度の任用を行う場合があります。(最⾧４年間)

 給食員（高等学校）

勤務地が和歌山市・橋本市:日額8,785円から9,275円、その他の地域:日額8,617円から9,100円（２）報酬:

 資格:不問

 県立高等学校の寄宿舎の給食調理等
 (１) 寄宿舎に寄宿する生徒の給食調理業務
 (２) 調理室及びランチルーム内の美化業務
 (３) その他（上記に準ずる業務であって必要と認められる業務）

（５）休暇:

 和歌山県教育庁教育総務局教職員課

（４）勤務形態:
（３）期末勤勉手当:

（１）雇用形態:

年次有給休暇:週当たり5日勤務の場合は20日 



5:30～9:30 14:30～17:30

7:00～9:30 13:00～17:30

   新宮市神倉3-2-39

県立新宮高等学校

住所:〒647-0044
１名 令和8年2月18日(水)

月曜日～金曜日のうち
週5日以内

電話:0735(22)8101

県立田辺工業高等学校

２名
住所:〒646-0021

令和8年2月20日(金)
月曜日～金曜日のうち
週5日以内

電話:0739(22)3983

   田辺市あけぼの51-1


